
喫 煙 等 禁 止 行 為 の 取 扱 い 及 び 解 除 に 関 す る 承 認 基 準  

１  趣 旨  

  こ の 基 準 は 、豊 田 市 火 災 予 防 条 例（ 昭 和 ４ ８ 年 条 例 第 ５ １ 号 。以 下

「 条 例 」 と い う 。） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 消 防 長 が 火

災 予 防 上 支 障 が な い と 認 め る と き に つ い て 、必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

２  用 語  

こ の 承 認 基 準 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）喫 煙 等  条 例 第 ２ ３ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 禁 止 さ れ て い る 喫

煙 、 裸 火 の 使 用 又 は 火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み を い う 。  

（ ２ ）劇 場 等  劇 場 、映 画 館 、演 芸 場 、観 覧 場 、公 会 堂 又 は 集 会 場 を い

う 。た だ し 、住 宅 団 地 の 集 会 場 、地 区 公 民 館 等 の 地 域 住 民 の み が 利

用 す る も の を 除 く 。  

（ ３ ）百 貨 店 等  百 貨 店 、マ ー ケ ッ ト そ の 他 の 物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 又

は 展 示 場 （ 当 該 用 途 に 供 す る 床 面 積 の 合 計 が １ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 上 の も の 。） を い う 。  

（ ４ ）禁 止 場 所  条 例 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 場 所 で 、令

和 ４ 年 ４ 月 １ 日 消 防 本 部 告 示 第 １ 号 （ 以 下 「 告 示 」 と い う 。） に 規

定 す る と こ ろ を い う 。  

（ ５ ）階 段 等  階 段 室 内 、避 難 器 具 設 置 場 所 又 は 避 難 の 用 に 供 す る 渡 り

廊 下 を い う 。  

（ ６ ） 出 入 口  公 共 の 用 に 供 す る 道 路 又 は 広 場 に 面 す る 出 入 口 を い う 。 

（ ７ ）防 火 区 画  建 築 基 準 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 。以 下

「 建 基 令 」 と い う 。） 第 １ １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る １ 時 間 準 耐 火 基

準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 特 定 防 火 設 備 で あ る

防 火 戸 （ 常 時 閉 鎖 式 又 は 感 知 器 連 動 の も の に 限 る 。） で 区 画 さ れ 、

か つ 、同 条 第 ２ ０ 項 及 び 第 ２ １ 項 で 定 め る 措 置 が 講 じ ら れ て い る も

の を い う 。  

（ ８ ） 不 燃 区 画  不 燃 材 料 （ 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）

第 ２ 条 第 ９ 号 に 規 定 す る 不 燃 材 料 を い う 。以 下 同 じ 。）で 造 っ た 壁 、

柱 、床 及 び 天 井（ 天 井 の な い 場 合 は 、は り 及 び 屋 根 ）又 は 防 火 戸（ 同

法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ２ ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 、常 時 閉 鎖 式 又 は 感 知

器 連 動 の も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。） で 区 画 さ れ 、 か つ 、 区 画 を 貫 通

す る 風 道 に は 防 火 ダ ン パ ー が 設 け ら れ て い る も の を い う 。  

３  禁 止 場 所 の 取 扱 い  

禁 止 場 所 の 取 扱 い に つ い て は 、 次 に よ る こ と と す る 。  

（ １ ）劇 場 等 の 舞 台 部 と は 舞 台 、奈 落 及 び 袖 部 分 の ほ か 、こ れ ら に 接 続

し た 大 道 具 室 、小 道 具 室 、楽 屋 、出 演 者 控 室 等 を い う 。た だ し 、前

述 し た 用 途 部 分 が 舞 台 と 耐 火 構 造 又 は 下 地 を 不 燃 材 料 と し た 耐 火

構 造 以 外 の 壁 で 区 画 さ れ 、開 口 部 に 防 火 戸 が 設 け ら れ て い る 場 合 の 、

当 該 用 途 部 分 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ）百 貨 店 等 の 売 場 は 、物 品 販 売 の 用 に 供 す る 全 て の 部 分 を い う 。た



だ し 、 次 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。  

ア  防 火 区 画 さ れ た 公 衆 に 飲 食 を 提 供 す る 部 分 で 、物 品 の 販 売 宣 伝

等 を 伴 わ な い 部 分  

イ  天 井 ま で 達 す る 間 仕 切 り 壁 及 び 扉 に よ り 区 画 さ れ て い る 事 務

所 、 美 容 室 、 商 品 ス ト ッ ク 場 等  

（ ３ ）防 火 区 画 と さ れ た 食 料 加 工 販 売 店 舗（ ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 ご

と に 区 画 し 、 従 業 員 の み が 使 用 す る 部 分 に 限 る 。）  

４  禁 止 行 為 の 取 扱 い  

禁 止 行 為 の 取 扱 い に つ い て は 、 次 に よ る こ と と す る 。  

（ １ ）喫 煙 と は 、タ バ コ の 葉 を 点 火 し 、又 は 加 熱 し 、吸 引 す る 一 連 の 行

為 を い う 。な お 、条 例 第 ２ ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 措 置 を 講 じ

た 喫 煙 所 で の 喫 煙 は 、 禁 止 行 為 に 該 当 し な い 。  

（ ２ ） 裸 火 の 使 用 と は 、 次 に 該 当 す る 行 為 を い う 。  

  ア  酸 化 反 応 を 伴 う 赤 熱 部 又 は こ れ か ら 発 す る 炎 が 外 部 に 露 出 し

て い る も の を い う 。た だ し 、電 気 器 具 類 で あ っ て も 、露 出 し た ア

ー ク 又 は 火 花 を 発 す る も の 及 び 外 部 に 露 出 し た 発 熱 部 に 可 燃 物

が 触 れ た 場 合 に 瞬 時 に 着 火 の お そ れ が あ る も の（ 発 熱 部 の 表 面 温

度 が お お む ね ４ ０ ０ 度 以 上 ） は 、 裸 火 に 該 当 す る 。  

  イ  発 熱 部 が 金 網 等 を 介 し 目 視 で き る も の で 、可 燃 物 が 金 網 等 に 触

れ た 場 合 、着 火 す る お そ れ が あ る も の（ 電 気 ス ト ー ブ 、魚 焼 器 等 ）

は 裸 火 に 該 当 す る 。た だ し 、電 気 器 具 類 で 、発 熱 部 が カ バ ー 等 で

覆 わ れ て お り 、着 火 の 危 険 が な い も の（ ホ ッ ト プ レ ー ト 、ヘ ア ー

ド ラ イ ヤ ー 、オ ー ブ ン 等 の よ う に 、発 熱 部 が 燃 焼 室 、風 道 又 は 庫

内 に 面 し て い る も の ） に つ い て は 、 裸 火 に 該 当 し な い 。  

  ウ  気 体 、液 体 又 は 固 体 燃 料 を 熱 源 と す る 火 気 を 使 用 す る 設 備 又 は

器 具 （ 以 下 「 火 気 使 用 設 備 」 と い う 。） は 、 直 接 屋 外 か ら 空 気 を

取 り 入 れ 、か つ 、排 ガ ス そ の 他 の 生 成 物 を 直 接 屋 外 に 排 出 す る 密

閉 式 燃 焼 設 備 器 具 （ Ｆ Ｆ 型 等 ） を 除 き 、 裸 火 に 該 当 す る 。  

（ ３ ）火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み と は 、消 防 法（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第

１ ８ ６ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 別 表 第 １ に 掲 げ る 危 険 物 、 一 般 高

圧 ガ ス 保 安 規 則（ 昭 和 ４ １ 年 通 商 産 業 省 令 第 ５ ３ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号

に 掲 げ る 可 燃 性 ガ ス 及 び 火 薬 取 締 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 火 薬 類 及 び 第 ２ 項 に 掲 げ る が ん 具 煙 火 を 持

ち 込 む 行 為 を い う 。た だ し 、次 に 掲 げ る も の を 持 ち 込 む 行 為 は 、火

災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み に 該 当 し な い 。  

  ア  ガ ス ラ イ タ ー 、マ ッ チ 、懐 炉 、マ ニ キ ュ ア 、携 帯 式 ス プ レ ー 等

通 常 携 帯 す る 物 品 で 少 量 の も の  

  イ  車 両 等 （ 運 行 し 、 又 は 稼 動 す る 場 合 を 除 く 。）  

  ウ  可 燃 性 固 体 類 に 該 当 す る パ ラ フ ィ ン か ら な る 装 飾 品 、美 術 品 等  

  エ  動 植 物 油 類 （ 煮 沸 行 為 に 使 用 す る も の を 除 く 。）  

  オ  日 常 の 清 掃 用 に 使 用 す る ク リ ー ナ ー 等  

  カ  日 常 の 手 指 の 消 毒 に 使 用 す る 法 別 表 第 1 に 定 め る 第 ４ 類 ア ル

コ ー ル 類 の 危 険 物（ 最 大 容 積 が ５ ０ ０ ミ リ リ ッ ト ル 以 下 の 容 器 に



収 納 す る も の に 限 る 。）  

  キ  潤 滑 油 等 の 内 蔵 油 が 密 閉 状 態 で 内 蔵 さ れ て い る 工 作 機 械 等 の

機 器  

  ク  ク ラ ッ カ ー 、平 玉 、巻 玉 等（ 消 費 す る た め に 持 ち 込 む 場 合 に 限

る 。）  

  ケ  次 に 掲 げ る も の（ 百 貨 店 等 の 売 場 に お い て 、常 設 的 に 販 売 す る

場 合 に 限 る 。）  

  （ ア ） 危 険 物 （ 危 険 物 を 含 有 す る 化 粧 品 等 を 含 む 。） で 密 閉 し た 容

器 に 入 れ ら れ た も の（ 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令（ 昭 和 ３ ４ 年

政 令 第 ３ ０ ６ 号 ）別 表 第 ３ に 定 め る 指 定 数 量（ 以 下 単 に「 指 定

数 量 」 と い う 。） の ５ 分 の １ 未 満 の も の に 限 る 。）  

  （ イ ）可 燃 性 固 体 類 及 び 可 燃 性 液 体 類 に 該 当 す る 製 品（ 条 例 別 表 第

８ に 定 め る 数 量 未 満 の も の に 限 る 。  

  （ ウ ） エ ア ゾ ー ル 製 品  

  （ エ ） 可 燃 性 ガ ス の う ち 高 圧 ガ ス 保 安 法 施 行 令 （ 平 成 ９ 年 政 令 第

２ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭

和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ０ ４ 号 ） の 適 用 が 除 外 さ れ る 液 化 ガ ス で 、

次 に 掲 げ る も の  

    ａ  ガ ス ラ イ タ ー に 用 い ら れ る 液 化 ガ ス  

    ｂ  ガ ス ラ イ タ ー の 補 充 用 ガ ス  

    ｃ  エ ア ゾ ー ル 製 品 を 除 い た 容 器 入 り の 可 燃 性 ガ ス（ ガ ス の 総

質 量 が ２ ０ キ ロ グ ラ ム 以 下 の も の に 限 る 。）  

５  標 識 の 表 示  

 条 例 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 喫 煙 等 を 禁 止 す る 旨 の 表 示 を す る  

箇 所 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

（ １ ）告 示 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 舞 台 部 又 は 当 該 場 所 の 出 入 口 付 近 で 利

用 者 が 見 え る 位 置  

（ ２ ）告 示 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 客 席 に あ っ て は 、舞 台 の 側 壁 、柱 等 で

客 席 の 全 て の 場 所 か ら 見 え る 位 置 。た だ し 、観 覧 場 の 中 央 部 で 競 技 、

シ ョ ー 等 が 行 わ れ る も の の 客 席 に あ っ て は 、そ の 規 模 及 び 形 態 に 応

じ た 適 当 な 位 置  

（ ３ ） 告 示 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 売 場 に あ っ て は 、 当 該 場 所 の 出 入 口 、

階 段 、エ レ ベ ー タ ー 、エ ス カ レ ー タ ー 等 の 昇 降 口 付 近 そ の 他 公 衆 が

視 認 可 能 な 位 置  

（ ４ ） 告 示 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 通 常 客 が 出 入 り す る 部 分 に あ っ て は 、

出 入 口 又 は そ の 他 展 示 場 の 規 模 及 び 形 態 に 応 じ た 適 当 な 位 置  

（ ５ ）告 示 第 １ 項 第 ３ 号 掲 げ る 重 要 文 化 財 等 に あ っ て は 、当 該 文 化 財 の

出 入 口 又 は 公 衆 が 視 認 可 能 な 位 置  

（ ６ ）告 示 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 公 衆 の 出 入 り す る 部 分 は 、出 入 口 又 は

そ の 他 公 衆 が 視 認 可 能 な 位 置  

６  喫 煙 所 の 設 置  

 条 例 第 ２ ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 喫 煙 所 は 、 次 に よ る こ と 。  

（ １ ）喫 煙 所 に 面 す る 部 分 の 壁 及 び 天 井 の 仕 上 げ は 、準 不 燃 材 料 以 上（ 建



基 令 第 １ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 準 不 燃 材 料 を い う 。 以 下 同 じ 。） と す

る こ と 。  

（ ２ ） 喫 煙 所 に は 、 喫 煙 に 必 要 な も の 以 外 は 設 置 し な い こ と 。  

（ ３ ） 喫 煙 所 に 設 け る 吸 殻 容 器 （ 水 が 入 っ た も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。）

は 、 不 燃 性 で 容 易 に 転 倒 し な い も の と す る こ と 。  

７  条 例 第 ２ ３ 条 の 運 用  

 条 例 第 ２ ３ 条 の 運 用 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 豊 田 ス タ ジ ア ム に お け る 条 例 第 ２ ３ 条 の 適 用 は 、 別 に 定 め る 。  

（ ２ ）劇 場 等 の 客 席 で の 宗 教 的 行 事 、儀 式（ 修 了 式 、卒 業 式 等 ）又 は 社

交 的 行 事（ 結 婚 式 の 披 露 宴 等 ）に お け る 社 会 通 念 上 こ れ を 禁 止 す る

こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 喫 煙 又 は 裸 火 の 使 用 は 、条 例 第 ２ ３

条 に 規 定 す る 禁 止 行 為 に 該 当 し な い も の と す る 。  

８  区 画 に よ る 取 扱 い  

  火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み 量 及 び 火 気 使 用 設 備 の 熱 源 入 力 値

に つ い て は 、階 、防 火 区 画 又 は 不 燃 区 画（ 不 燃 区 画 に あ っ て は 、熱 源

入 力 値 に 限 る 。） ご と に 適 用 す る 。  

９  解 除 承 認 の 条 件  

  消 防 長 は 、申 請 内 容 が 次 に 掲 げ る 事 項 全 て に 該 当 す る 場 合 は 、条 例

第 ２ ３ 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 一 時 的 な 禁 止 行 為 の 解 除 が で き る も の

と す る 。  

（ １ ）解 除 の 申 請 に 係 る 喫 煙 等 の 禁 止 行 為 の 態 様 、禁 止 場 所 の 位 置 及 び

構 造 、火 気 を 使 用 す る 設 備 及 び 器 具 、火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 を 収 納

す る た め の 容 器 等 が 法 令 そ の 他 防 火 に 関 す る 規 定 に 適 合 し て い る

こ と 。  

（ ２ ）申 請 者 の 解 除 の 申 請 に 係 る 禁 止 行 為 を 行 う 理 由 及 び 目 的 が 、他 の

方 法 又 は 他 の 場 所 で は 十 分 な 目 的 を 達 せ ら れ な い と き 。  

（ ３ ）禁 止 行 為 及 び 禁 止 場 所 ご と に 第 １ ０ に 掲 げ る 火 災 予 防 上 必 要 な 措

置 を 行 う 場 合  

１ ０  火 災 予 防 上 必 要 な 措 置  

 禁 止 行 為 を 解 除 す る た め に 必 要 な 火 災 予 防 上 の 措 置 は 、以 下 の と お

り と す る 。  

（ １ ） 共 通 事 項  

  ア  防 火 管 理 者 、火 元 責 任 者 又 は 現 場 責 任 者 の 監 督 に よ り 、警 戒 さ

れ 、消 火 の 準 備 が な さ れ 、及 び 直 ち に 事 故 に 対 処 で き る 体 制 が 整

備 さ れ て い る こ と 。  

  イ  防 火 上 必 要 な 点 検 、整 理 、清 掃 そ の 他 火 災 予 防 上 必 要 な 措 置 が

講 じ ら れ て い る こ と 。  

  ウ  消 火 器 具（ 能 力 単 位 の 合 計 が ２ 以 上 の も の を い う 。以 下 同 じ 。）

が 付 加 設 置 さ れ て い る こ と 。た だ し 、禁 止 行 為 が 行 わ れ る 場 所 か

ら ５ メ ー ト ル 以 内 に 消 火 器 具 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、こ の 限 り

で な い 。  

（ ２ ） 喫 煙  

禁 止 場 所  必 要 な 措 置  



劇 場 等 の 舞 台 部 １  舞 台 部 に は 、 吸 殻 容 器 が 設 け ら れ て い る こ と 。

２  火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み が さ れ て い な

い こ と 。  

３  原 則 と し て 、 可 燃 物 と 離 隔 さ れ て い る こ と 。  

（ ３ ） 裸 火 の 使 用  

禁 止 場 所  必 要 な 措 置  

劇 場 等 の 舞 台 部 １  煙 火 を 消 費 す る 場 合 は 、 次 に よ る こ と 。  

（ １ ） 煙 火 は 固 定 し て 消 費 す る こ と 。  

（ ２ ） 飛 散 し た 火 花 が 燃 え つ き る も の で あ る こ と 。

（ ３ ）火 花 の 飛 散 範 囲 は 、２ メ ー ト ル 以 内 で あ る こ

と 。  

（ ４ ）火 花 の 飛 散 範 囲 内 及 び そ の 範 囲 か ら 周 囲 ２ メ

ー ト ル の 床 面 は 防 火 性 能 を 有 す る 材 料（ 不 燃 性

の シ ー ト 、 準 不 燃 材 料 等 ） で 覆 う こ と 。  

（ ５ ）火 花 の 飛 散 範 囲 か ら ６ メ ー ト ル（ 安 全 措 置 を

講 じ た 花 道 等 で 煙 火 を 消 費 す る 場 合 は ４ メ ー

ト ル ） 以 内 に 観 客 が い な い こ と 。  

２  チ タ ン 合 金 粉 末 を 用 い て 火 花 を 噴 出 さ せ る 演

出 用 機 器 を 使 用 す る 場 合 は 、前 １（ １ ）及 び（ ２ ）

を 準 用 す る ほ か 、 次 に よ る こ と 。  

（ １ ）火 花 の 飛 散 距 離 は 、最 大 と な る 高 さ が １ ０ メ

ー ト ル 以 内 か つ 建 物 の 天 井 高 か ら １ メ ー ト ル

以 上 離 れ て い る こ と 。  

（ ２ ）火 花 の 飛 散 距 離 内 の 床 面 は 、 防 火 性 能 を 有 す

る 材 料 （ 不 燃 性 の シ ー ト 、 準 不 燃 材 料 等 ） で 覆

う こ と 。  

（ ３ ）火 花 の 飛 散 距 離 か ら １ メ ー ト ル 以 内 に 観 客 が

い な い こ と 。  

（ ４ ） 火 花 の 飛 散 距 離 内 に 演 技 者 等 が い な い こ と 。

（ ５ ）出 入 口 及 び 階 段 等 か ら 火 花 の 飛 散 す る 範 囲 ま

で の 水 平 距 離 を ５ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。  

３  炎 が 著 し く 伸 長 し 、 又 は 拡 大 し な い こ と 。  

４  気 体 燃 料 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 は 、１ 個 に つ

き 入 力 ７ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 下 と し 、容 易 に 補 給 路 を

遮 断 で き る 構 造 で あ る こ と 。 こ の 場 合 に あ っ て

は 、設 備 又 は 器 具 の 入 力 を 階（ 防 火 区 画 と さ れ て

い る も の に あ っ て は 、当 該 防 火 区 画 と す る 。以 下

５ に お い て 同 じ 。） ご と に 合 算 し た も の が １ ７ ５

キ ロ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

５  固 体 燃 料 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 は 、階 ご と に

合 算 し た も の が 、１ 日 に つ き 木 炭 １ ５ キ ロ グ ラ ム

以 下 、練 炭 １ ０ キ ロ グ ラ ム 以 下 、豆 炭 ５ キ ロ グ ラ

ム 以 下 、そ の 他 の 固 体 の も の ５ キ ロ グ ラ ム 以 下 の



使 用 量 で あ る こ と 。  

６  原 則 と し て 、裸 火 の 付 近 に 可 燃 物 を 置 か な い こ

と 。  

百 貨 店 等 の 売 場 １  火 気 使 用 場 所（ 火 気 使 用 設 備 の 据 付 場 所 及 び 火

気 使 用 設 備 を 操 作 す る の に 必 要 な 場 所 を い う 。）

は 、 耐 火 構 造 で あ っ て 、 間 柱 、 下 地 そ の 他 主 要 な

部 分 を 準 不 燃 材 料 で 造 っ た も の 又 は 耐 火 構 造 以

外 の 構 造 で あ っ て 、間 柱 、下 地 そ の 他 主 要 な 部 分

を 不 燃 材 料（ 有 効 に 遮 熱 で き る も の に 限 る 。）で 造

っ た も の の 壁 に 面 し て い る こ と 。た だ し 、臨 時 的

に 催 物 等 で 実 演 販 売 を 行 う 場 合 又 は 不 燃 区 画 と

さ れ た も の は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  裸 火 の 使 用 は 、出 入 口 及 び 階 段 等 並 び に 火 災 予

防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み 場 所 か ら ５ メ ー ト ル 以

上 離 れ て い る こ と 。た だ し 、不 燃 材 料 に よ っ て 防

火 上 有 効 に 遮 へ い さ れ て い る 場 合 は 、こ の 限 り で

な い 。  

３  火 気 使 用 設 備 の 周 囲 ２ メ ー ト ル 以 内 に 可 燃 物

（ 当 該 場 所 で 使 用 さ れ る も の を 除 く 。） が あ る 場

合 は 、不 燃 材 料 に よ っ て 防 火 上 有 効 に 遮 へ い さ れ

て い る こ と 。  

４  気 体 燃 料 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 は 、１ 個 に つ

き 入 力 ７ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 下 と し 、ガ ス 漏 れ 警 報 器

を 設 置 す る こ と 。 こ の 場 合 に あ っ て は 、設 備 又 は

器 具 の 入 力 を 階（ 防 火 区 画 又 は 不 燃 区 画 と さ れ た

も の は 当 該 区 画 と す る 。以 下 ６ に お い て 同 じ 。）ご

と に 合 算 し た も の が １ ７ ５ キ ロ ワ ッ ト 以 下 で あ

る こ と 。  

５  灯 油 を 使 用 す る 暖 房 器 具 は ､１ 個 に つ き 入 力 ７

キ ロ ワ ッ ト 以 下 と し 、階 ご と に 合 算 し た も の が ２

１ キ ロ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

６  固 体 燃 料 を 使 用 す る 設 備 又 は 器 具 は 、階 ご と に

合 算 し た も の が 、１ 日 に つ き 木 炭 １ ５ キ ロ グ ラ ム

以 下 、練 炭 １ ０ キ ロ グ ラ ム 以 下 、豆 炭 ５ キ ロ グ ラ

ム 以 下 、そ の 他 の 固 体 の も の ５ キ ロ グ ラ ム 以 下 の

使 用 量 で あ る こ と 。  

７  危 険 物 又 は 可 燃 性 固 体 類 等 を 使 用 し て 食 料 品

加 工 を 行 う 場 合 は 、不 燃 性 の フ ー ド 及 び 排 気 用 ダ

ク ト が 屋 外 に 通 ず る よ う 設 け ら れ て い る こ と 。た

だ し 、こ れ を 臨 時 に 行 う 場 合 に お い て 、レ ン ジ 用

簡 易 自 動 消 火 装 置 が 設 け ら れ る と き は 、こ の 限 り

で な い 。  

８  火 気 使 用 場 所 を 各 階 ご と に 集 中 す る こ と 。  



（ ４ ） 火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み  

禁 止 場 所  必 要 な 措 置  

劇 場 等 の 舞 台 部 １  保 管 す る 場 合 は 、他 の 物 品 と 混 在 し な い よ う 不

燃 性 の 収 納 庫 に 入 れ る こ と 。  

２  火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み 場 所 は 、出 入 口

及 び 階 段 等 か ら ３ メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る こ と 。

た だ し 、耐 火 構 造 の 壁 で 防 火 上 有 効 に 遮 断 す る 等

の 措 置 を 講 じ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み 場 所 は 、火 気 使

用 場 所 か ら ５ メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る こ と 。た だ

し 、（ ３ ）の 表 中 の 百 貨 店 等 の 売 場 の １ に よ る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  危 険 物 に つ い て は 、指 定 数 量 の ５ 分 の １ 未 満 の

数 量 と す る こ と 。  

５  可 燃 性 固 体 類 等 に つ い て は 、条 例 別 表 第 ８ に 定

め る 数 量 未 満 の 数 量 と す る こ と 。  

６  濃 煙 又 は 濃 霧 を 出 す 器 具 で 、引 火 性 物 品 を 使 用

す る も の は 、引 火 に 対 し て 保 安 距 離 を 十 分 確 保 す

る と と も に 、濃 煙 又 は 濃 霧 が 霧 散 す る ま で は 裸 火

を 使 用 し な い こ と 。  

７  火 薬 及 び 爆 薬 の 消 費 に つ い て は 、１ 公 演 の 使 用

に つ き 次 の 個 数 以 下 で あ る こ と 。  

（ １ ） ０ .１ グ ラ ム 以 下 の も の は １ ０ ０ 個 以 下  

（ ２ ）０ .１ グ ラ ム を 超 え 、１ ５ グ ラ ム 以 下 の も の は

５ ０ 個  

（ ３ ）１ ５ グ ラ ム を 超 え 、３ ０ グ ラ ム 以 下 の も の は

３ ０ 個  

（ ４ ）３ ０ グ ラ ム を 超 え ５ ０ グ ラ ム 以 下 の も の は ５

個  

８  可 燃 性 ガ ス 容 器（ 高 圧 ガ ス 保 安 法 の 適 用 を 除 外

さ れ る 液 化 ガ ス に 限 る 。）は 、ガ ス 総 質 量 の 合 計 が

５ キ ロ グ ラ ム 未 満 で あ る こ と 。  

百 貨 店 等 の 売 場 前 欄 1 か ら ５ ま で を 準 用 す る ほ か 、次 に よ る こ と 。

１  地 震 時 に お け る 収 納 庫 、シ ョ ー ウ ィ ン ド ー 、 棚

等 の 転 落 防 止 措 置 及 び 火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の

落 下 防 止 措 置 が さ れ て い る こ と 。  

２  燃 料 タ ン ク 等 に 危 険 物 が 内 蔵 さ れ た 車 両 又 は

展 示 用 機 械 を 稼 働 す る 場 合 は 、周 囲 に ２ メ ー ト ル

以 上 の 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

３  可 燃 性 ガ ス 容 器 に つ い て は 、ガ ス 総 質 量 を ５ キ

ロ グ ラ ム 以 下 と し 、ガ ス ホ ー ス は 外 圧 に よ り つ ぶ

れ な い 構 造 で 、ガ ス の 補 給 路 を 容 易 に 遮 断 で き る

構 造 で あ る こ と 。  



４  が ん 具 用 煙 火 は 、箱 入 り 又 は 袋 入 り と し 、総 薬

量 ５ キ ロ グ ラ ム 未 満 と す る こ と 。  

１ １  算 定 事 項  

  火 災 予 防 上 危 険 な 物 品 の 持 込 み の う ち 、危 険 物 又 は 可 燃 性 固 体 類 の

算 定 は 、建 物 全 体 の 算 定 数 量 の 和 が 、危 険 物 に あ っ て は 指 定 数 量 の ５

分 の １ 未 満 、可 燃 性 固 体 類 等 に あ っ て は 条 例 別 表 第 ８ に 掲 げ る 数 量 未

満 で あ る こ と 。  

１ ２  承 認 期 間  

  禁 止 行 為 の 解 除 の 承 認 期 間 は 、 最 大 １ 年 と す る 。  

１ ３  申 請 及 び 承 認 手 続  

  禁 止 行 為 解 除 承 認 申 請 及 び 承 認 手 続 に つ い て は 、 以 下 の と お り  

と す る 。  

（ １ ）同 一 の 防 火 対 象 物 で 複 数 の 禁 止 行 為 が 同 じ 期 間 内 に あ る 場 合 に は 、

一 括 し て 申 請 及 び 承 認 を す る こ と が で き る 。  

（ ２ ）申 請 は 、禁 止 行 為 を 行 お う と す る 日 の ５ 日 前（ 豊 田 市 の 休 日 を 定

め る 条 例（ 平 成 元 年 条 例 第 ６ １ 号 ）第 ２ 条 に 規 定 す る 市 の 休 日 を 除

く 。） ま で に 申 請 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

１ ４  そ の 他  

  そ の 他 こ の 承 認 基 準 に よ り 処 理 し が た い 内 容 の 申 請 が あ っ た 場 合

は 、 そ の 都 度 予 防 課 長 に 協 議 す る こ と 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


